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昭和七年四月人口三万九芋七十九人を以て市制施行p爾来町村の合

併も行わず､市域の拡張も

せず推転入転出､出生､
死亡の人口
静動態のみによって､二十年経過後の今日､送に六万を突破､其の問

戦災により仙特人口の

急減をみたるも､毎月の平

均増加数約

二五〇人､人口密度五､五四山
人は全

国 十指に入るものである｡

二,..;'=二三三隅

推定人口男

二九､八八州人家

三C)､三五

仙
人

計

六
〇
二

三

二
人

世葡数≡1

'〇五〇両横山〇､八七平

方粁 人口袴度

1平方粁当り

五､五四山
人世帯叫平方粁

当り｢二〇山

山世帯当り

人口四､六二
人文700人

に
付

男
九

八､

四五人 倣帯数女

計世帯口 口〓山p五二8二二五六四

二1J.壷､礼<
〓!..･至二
九二二七二‥〓二七四<〓1JP八二二.1一二p九〇東〓｢九四八二｢九九一二ニ､〇五〇

人二八二

八
ユ(:..
<

二
･tf:I)
･･.1.･.･]

･if.∵
九

二
八
rt･<

C
)四

二
A

p
飛
乗
〇

二
九

p
〇
五

一

二
九
､..二
〇
九

二
九
1.三
七
五

.)∵
孔
(.五

六
三

二
九
､

･i(:六
三

二
九
p

七
五
九

.111九
.7
八

八

iL

A

二
九

､
二
七
四

二
九
､
三
九
二

二
･ISri;

四
三
七

二
九
g
四
九
七

二
九
､
六

二
九

二
九
'
七
〇
七

二
九
､
八
五

三

二
九
､
九

七
九

三
O
F
O
九

六

三
O
p
二
三

三

一二
〇
三

一
琵

一

人

五
七
'.九
四

二

J Jjj
'八
･二
ユ八
一

t･g
八
､
ニ
rg1
1

濫
A
F
i二
五
七

京
<
..i/(
･..f(
i'K

+

荒
八
∴
九

二
八

瓦
九

二

二

元

五
九
F
五

四

二

五
九
p
色

五

九

五
九
､
九

九

二

栗
〇
二

二

二

二

三琵四四七A三七四三三据
九三:二班四琉三一四四i

人

〓

山
九
八
〇

一
二
ハ

三
〇
九

二
五
〇

三

〓

山

三

山
四

三

一
七

二
≡
ョ二四〇
･･:,I..:,:....:,...:I..'' :[h;..:

.1..,I.=..I:.::I,'i.I.,'享主

要(;..) 'i; (;

::;.:.'::.二二.''!=i;..: I.. ''.'2,:..,.,.
.:｣:I.hL...:.

‰
帆Li

l一r l/-_̀t■､ノー一-1-
､ノl一l～

4ノl
_P
eノ

∴
'[:2.;.:
.:.

(,

T.;,.i;:2.i:.:''::.三二二.
I..I.:.='.I,)

Iia1iW5a㌔ヽ

◎
◎

◎
◎

国

勢

調

登

別

臆

み

恕

泉

田

⑳
推

移

∵
二

; 1.I.LI.:'{壬

.;....IIIJ
,1.
二

.

.:.
I..‥

二

港外か
ら
引
揚
げ
ら
れ
た

男
が
噂
ち

帰られた
通
貨
証
券
､
預
り
証
等
で
､

施

行

年

次

世

帯

数

A

口

前E
=]
調
1.g
.ii

比
し
増
減

女

健
帯

人

口

大

正

九

年

大
正

十
班
年

昭
和

玉

/年

昭
和

や

年

昭
和

十
五
年

昭
和
二
十

二
年

昭
和

二
十
五
年

ニ
∵.i<
五

三

六
p
三
七
<

iC
I丸
L1
八

L･lr
j(I:四

〇

T(
､
･六

ニ
;四

'1
0
Y.C)
三
こ

こ
r
J
ニ
Jr'TITH
ll.

人

九

p
監

九

八

山
四
p
七

一
五

二
ハ
p

O

1.
班

1
A
p
O
東
武

二
〇
(.七

二

1

二
二
二
二

〓
八

二
五
p
八

二

一

<

'f

OF七EI六

'1

ヒp〇六二

一

七p四九〇

二

Opll
八
〇

二
1
..F
円

i
..七

.1
二
二
､.

二
八

一

二
六
p
五
七
六

A

二〇三一四四

三二七七七

三三､荒
〇

四

三
久
遠

一四
衆

四
三
二

田
夙

四
五
'.7.4

〇
七

五
二
..J
i二
八
八

二
p
五

二
宝

玉
七
〇

六
丸

〓
≠

,
二
言

),:.::!

人

1
1
Y.四
三
三

rl
p
七

二
七

囲
p
A
四

二

四
F.
八
〇

.≡

二
f
li豆

乳

一
FJl
一
二

二

.iJJ
f
八
<

!

上
陸

港
の
海
運
局
又
は
税
関
等
に
等

託

さ
れ
た
金
閣
証
書
額
が
こ

の
た
び
の
大

蔵
省
告
示
に

よ
り
返
還
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
の
で
､
該
当
者
は
お
忘
れ
な

く
該
当
税
関
宛
茶
年
や

困
園

芸

や

団

ま
で
に
返
還

翼

手
続
き

を

し
て
下
さ
い
｡

請
求
手

続き等の詳細については左記へ連絡して下さい｡記平

塚駅南口前厚産同盟平塚支部宛
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''1.十二≠÷さきの国会で

成立を見た恩給法の山部が改正になりました ｡この法律の成立により恩給或いは扶助料を受けることになる旧軍人軍属並

びに

遺族の万にその要点を明らかにするとゝもに､該当する万の恩給請
求書興の提出にあたって､必ず心得ておいて貫きたい諸点を規定に従って沢に説明致します｡▽審

議恩給△′旧軍人軍属に支給

す
る普
通
恩
給

は
准
士
官
以
上
に
あつ
ては
引
続
く
実

I

在
蔵
年
十
三
年
以

上
､

下士官以下
に

あ
つ
て
は
十
二
年

以

上で
ある者､
外

に
現
在
増
加
恩
給
を

支給
されて

い
る

第
六
項
症

以
上
の
傷

病
軍
人に普
通
恩

給
が
支
給

せ
ら
れ
ま

す｡但
し恩
給
年

額
八
万
円
以
上
三
別

年度の所得
が
四

A-̂y

十
六

万円
以

上の高額
所
得
者
は

7部

制
限
さ
れ
ま

す｡た

ゞ

し
二
部
以
下
で

あ
り
き
す
｡

既
得
樺

の
擁

護

昭
和
二
十

i年二
月

l
日
ま

で
の
普

通
恩
給
裁
定

者につ
い
て
は
実

在
職
年

の
み
を
以

て

計算し
､
恩
給
年
度
に
達

し
な
い
場

合

でも恩
給
が
支
給
せ
ら
れ

ま
す
｡

但
し
こ
の
場

合は加
算
は
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
か
ら

不

足年数
は
差
引
か

れ
ま
す

実
在
敬
什T

が必要
最
短
年
限
を
上

廻

る
場
合
は

山

年に村
基
礎
俸
給
額
の

百

五
十
分
の

7

の割合
で
増
額
さ
れ
ま

す
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<
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に
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せ
ら
れ
る

山階
恩

給
は
､

最
短

荏蔵年
に
達
し
な
い
者

で

引
続
く
実
在

我年は
七
年
以
上
の
者
に

支
給
さ
れ
る

一時 金
で
あ
り
ま
す
｡
こ

の
7
時
金
は

二十九
年
度
よ
り
二
重
問

分
割
し
て
支

給
され
ま
す
｡
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恩
給

は傷病
軍
人
に
支

給
さ
れ

る
も
の
で
､

傷病の
区
分
と
退
蔵
当
時

の
階
級
と
に

応じて
そ
の
金
額
が
決
め

ら
れ
ま
す
｡
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場
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外
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普
通
恩
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迄

一
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り
二

手
四百
円
が
四
芋
八
百
円

に
増
額
さ
れ

二項症
以
上
の
受
給
者
に

限
ら
れ
て
い

たが
､
今
後
は
第
三
項

症

以
下
の
増
加

恩給受
給
者
に
支
給
せ
ら

れ
る
事
に
な

りまし
た
｡

こ
の
場
合
増

加
恩
給
受

給

者
は退
蔵
当
時
よ
り
引
続

き
こ
れ
に
依

り生計
を
推
樽
し
又

は
生

計
を
共
に
す
る

祖父
母
父
母
未
成
年
の

手
で
あ
り
ま
す
｡

三

言

ミ

ニ

∵

一言

十千

二

∴

キ

▽

憲

通
扶

助料
△

普
通
恩
給

を受け
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び

､
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恩
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を

受
ける
資格
のある
も

の

が
死
亡
し
た

場合
､

死亡した茶
人

が

受
け
て
い
た

普
通恩
給金額
の半
額

が

支
給
さ
れ
ま

す｡
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る資格
のあ

る
も

の
が
､
公

務

以外の
原因で茶年
七

月

三
十

盲

ま

での間
に死
亡した場
合

そ
の
遺
族
に

対し叫
時恩給と同

じ
金

額
が
支
給
さ

れます｡
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助

料即ち
戦没者遺族

等
の

扶
助
料
は
､

公務に
より死亡又

は
病

死
し

た
者
の

遺構及
び増加恩給
受
給

者
が
死
亡
し

た場合
(公務死と
そ
の

他
の
死
と
の

別によ
り高低がつ
く
)

に
支
給
さ
れ

る恩給
であります｡
こ

の
恩

給
は
死
亡
し
た
茶
人
の
階
級
が
基

礎
と

な
る
が
､
階
級
の
低
い
者
に

厚
ぐ

な
る

様
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
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範

囲
は
安
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未
成
年
の
手
､

夫
､
父
母
､

成
年
望
丁
､
祖
父
母
で
死

亡
の
当
時
こ

れ
に
依
り
免
許
を
維
持
し

又
は
こ
れ
と

鎧
計
を
共
に
し
て
い
る
者

で
あ
り
ま
す
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恩給法
で
い
う
第

一
順
藍

僧がも
し

死

亡した時
､
恩

給法の適

用を受
け

て
い

るど次
の
順

位者が公

務
扶助
料

を

撃つこと
が
出

来るが
､

援護法
の
適
要
を
受
け
る
と
遺
族
年

金
の
7
万
円

又
は
玉
手
円
が
貰
う
見

る
が
公
務
扶
助

料
が
写
り
え
な
く

な
る
｡
こ
れ
は
遺
族

に
重
大
な
る
関
係
を
も
つ
こ
と

で
あ
り

慧
す
か
ら
十
分
と
留
意
し
て

下
さ
い
｡
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×

×

以
上
は
要
点
の
み
を
記
載
い
た
し
ま

し
た
が
之
が
手
続
き
に
必
要
な
用
紙
は

厚
鎧
課
に
盟
息
し
て
有
り
ま
す
の

で
請

求
し
て
下
さ
い
｡

尚
不
明
の

点
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厚
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課
に
御
尋
ね
下
さ
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今般､市土茶課､建
築

課の
電話が
新
設
さ
れ
ま
し

た
｡
従
っ
て
今
ま
で

石課
へ

かけていた
｢

二七
〇
番の
電
話
は
教
育
警
貝
会
の
み
に
使
用
さ

れるよ
うになりまし
た

から

御承知
下
さ
い
｡
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亀
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山

日
食併催

遅誉貝会(
葦

山
江
)

大野､豊田､

神田､
城
島
各
町

村

へ合併の申込
を

行っ
た
｡
そ

の
経

過について委
員

長よ
り
報
告

が
あ

って後､此れ
に

対す
る
対
策
に
つ

いて協議｡全員協議
会

昭璽芋
八年
度

追加
予
算
､
工
場

招致の件につ
い

て協
議

｡

四
日

建設警貝
会

松原小学校
｣
花

水小
学
校

､
浜
岳

中学校の請負
工

事､
側
滞

及
び
排

水路の工事請
負

に関
し
て
協
議

｡

五
日

合併促進
委

員会(第
二
班
)

苗に誉貝愈
舞

扇が
行

っ

た

と

同様､旭､金
田

､金
目
､
土
沢
各

村の合併申入
れ

に対
す
る
経
過
報

告があった
｡産業委員

会

工場招致に対
し

固定
資
産
税
の
減

免問題に
つい
て

協議
｡

七
日

厚生委員
会

茶年度九重戸
の

建設
を
予
定
さ
れ

ている､市営
住

宅の敷
地
の
問
題

その他老人の
日

の行事
等
に
つ
いJ.

て協議

｡

サ

盲
平塚港
対

策誉
貝
会

相模河口改修
費

負担
金
､
砂
採
取

に関する護岸
工

事の
工
法
等
に
つ

いて協議｡

山九日公営事
業

委員会

十月市営競輪
の

道営に
つ
い

て
協

議｡
二

十盲全員
協

議会

相模河口改
修
襲

負担
金
に
関
し
県

より鮫島博士
､

県河
口
課
長
等
の

由緒を願いh
lL事

につ
い
て
の
説
明

を鰐い此れに
つ

いて
質
疑
が
交
さ

れた｡
二キロ全

員協
議会

当日午后より開

催予
定
の
市
議
会

の運営に関し
程

協々議

市議会
平塚申豊臣退

隠

料､
退
蔵
給
与
金

死亡給与金並
び

にー
軍
票
料
及
び

遺族扶助料条
例

の1
部
を
改
正
す

る条例平塚
市
手

数料
条
例
の
山部

を
改
正
す

る
条
例
平
塚
市
自
転
車
競

走
実
施
条
例
の

山
部
を
改
正
す
る
条

例平
塚
市
危
険

物
取
締
条
例

平
塚
市
火

災
予
防
条
例

平
塚
市
公

平
菅
貝
会
誉
貝
適
任
に
つ

い
て
平
塚
市
監
査
委
員
選
任
に

つ
い
て

平
塚
市
公
安
委

員
会
誉
貝
選
任
に
つ

い
て
平
塚
市
同

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

誉
最
適
任

に
つ
い
て

昭
和
二
十
八
年

度
平
塚
市
才
人
才
出

追
加
更

正
予
算

昭
警

手

八
年
度
平
塚
市
特
別
会
計

競
馬
事
業
費
才
人
才
出

追
加
予
算

平
塚
市
議
会
常
任
委
員
会
及
び
特
別

委
員
会




